
（別紙２） 

 

支援員等資格・経験要件一覧 

 

守口市生活困窮者自立相談支援事業等業務委託 

 

職    種 資格・経験要件 

主任相談支援員 

社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師のいずれか

の資格を有し、保健、医療、福祉、就労、教育等の分

野における業務に５年以上従事している者 

相談支援員 
生活困窮者等への相談支援業務又はその他の相談支

援業務に１年以上従事した経験がある者 

就労支援員 
キャリアコンサルタント資格又は就労支援業務に１

年以上従事した経験がある者 

就労準備支援員 
キャリアコンサルタント資格又は就労支援業務に１

年以上従事した経験がある者 

企業・地域資源開拓員 なし 

家計改善支援員 

消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生

活コンサルタント、社会福祉士、社会保険労務士、ファ

イナンシャルプランナーのいずれかの資格を有するか、

生活福祉資金貸付事業の相談支援業務の経験を有する

者又はこれらと同等と認められる資格・経験を有する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

 

守口市被保護者就労支援事業等業務委託 

 

職種 資格・経験要件 

業務管理責任者 

社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師のいずれか

の資格を有し、保健、医療、福祉、就労、教育等の分

野における業務に５年以上従事している者 

就労支援員 
キャリアコンサルタント資格又は就労支援業務に１

年以上従事した経験がある者 

就労準備支援員 
キャリアコンサルタント資格又は就労支援業務に１

年以上従事した経験がある者 

求人開拓員 なし 

家計改善支援員 

消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生

活コンサルタント、社会福祉士、社会保険労務士、ファ

イナンシャルプランナーのいずれかの資格を有するか、

生活福祉資金貸付事業の相談支援業務の経験を有する

者又はこれらと同等と認められる資格・経験を有する者 

 

注意事項 

① 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師又はキャリアコンサルタントについては、 

登録証など資格を有することを証明できるものの写しを提出すること。 


